
○草津市防災会議条例 

昭和３８年７月１２日 

条例第１７号 

改正 昭和５８年３月２９日条例第２２号 

昭和６１年１０月１日条例第２６号 

平成１２年３月２４日条例第１号 

平成２４年１０月１１日条例第１７号 

平成２５年３月２９日条例第４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条第６項

の規定に基づき草津市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務ならびに

組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 草津市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属

する事務 

（会長および委員） 

第３条 防災会議は、会長および委員をもつて組織する。 

２ 会長は、市長をもつて充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(2) 滋賀県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 

(3) 市の区域の全部または一部を管轄する警察署の警察署長 

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 
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(5) 教育長 

(6) 市の区域の全部または一部を管轄する消防署の消防署長および消防団長 

(7) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(8) 自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が委嘱する

者 

(9) その他市長が特に必要と認める公共的機関の職員のうちから委嘱する者 

６ 防災会議は、委員３０人以内で組織する。 

７ 第５項第７号から第９号までの委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、草津市の職員、関係公共

機関の職員、関係地方公共機関の職員および学識経験のある者のうちから、市長が

委嘱し、または任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとす

る。 

（会議） 

第５条 防災会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、会議の議長となる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（幹事） 

第６条 防災会議に幹事を置く。 

２ 幹事は、草津市の職員のうちから市長が指名する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について委員を補佐する。 

（部会） 

第７条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。 



２ 部会に属すべき委員および専門委員は会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する者がその職務を代理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が

防災会議に諮つて定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５８年３月２９日条例第２２号） 

この条例は、昭和５８年４月１日から施行する。 

付 則（昭和６１年１０月１日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２４日条例第１号）抄 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

付 則（平成２４年１０月１１日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（草津市防災会議条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の草津市防災会議条例第３条第５項第８号の委員とし

て市長が最初に委嘱する委員の任期は、同条第７項の規定にかかわらず、平成２５

年７月３１日までとする。 

付 則（平成２５年３月２９日条例第４号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


